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構造体強度補正値の適用期間の見直しについて(通知）  

  

 

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は、東京都の建築行政につきまして、格

段のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、社団法人日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事（以下、

「JASS5」という。）」-2015 年版より定められた構造体強度補正値の適用期間については、「構造

体強度補正値の適用期間の見直しについて(通知)」（平成 28 年 12 月９日付 28 都市建企第 764 号）

において標準期間を示してきましたが、その後すでに約 10年が経過したことを受け、別紙「資料」

のとおりその期間の見直しを行いましたので、通知します。 

本通知については、あくまで標準期間であり、実際には施工条件や気温の変動等の状況を考慮す

るなど、適切な運用をお願い致します。 

なお、本通知をもって、「構造体強度補正値の適用期間の見直しについて(通知)」（平成 28 年

12 月９日付 28都市建企第 764 号）は廃止します。 
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【別紙】 

構造体強度補正値の適用期間について（資料） 

 

第１ 建築工事における構造体強度補正値について 

建築基準法施行令第 74 条においては、「コンクリートは、打上りが均質で密実になり、かつ、必

要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない。」とされている。 

この法令に基づく「設計基準強度との関係において安全上必要なコンクリート強度の基準等」（昭

和 56 年建設省告示第 1102 号）（以下、「告示第 1102 号」という。）では、特別な調査又は研究の結

果に基づき構造耐力上支障がないと認められる場合を除き、一定の試験体について圧縮強度試験を

行い、当該試験によって得たコンクリートの強度が設計基準強度以上であること等を求めている。 

この特別な調査又は研究に基づく方法として「建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリ

ート工事（以下、「JASS5」という。）」を適用する場合について、東京都では、構造体強度補正値の

標準的な適用期間を示してきた（平成 28 年 12 月９日付 28都市建企第 764 号）が、その後すでに約

10 年が経過したことを受け、今回、その期間の見直しを行った。 

なお、平成 28 年３月 17 日の告示第 1102 号の改正により、コンクリート強度の確認方法として、

「標準養生した試験体」を用いた場合の方法が追加され、養生期間中の平均気温に応じた構造体強

度補正値がセメントの種類別に示されたが、国の技術的助言「コンクリート強度並びに型わく及び

支柱の取り外しに関する基準の改正について」（平成 28 年 3 月 17 日付国住指第 4893 号）等から、

特別な調査又は研究に基づく方法として、JASS5 に基づく構造体強度補正値についても、これまで通

り使用できるとのことから、今回においても JASS5 に基づく値を示すものである。 

また、建築物に構造体コンクリートを用いる場合、コンクリートの強度試験方法、調合、適用す

る構造体強度補正値の基準（告示第 1102 号や JASS5 等）及び養生方法等を設計図書に明記し、この

設計図書等に基づき適切に施工されたい。 

 

第２ 都内における標準的な適用期間 

JASS5-2022「５節 調合」の表 5.1 および「13 節 暑中コンクリート工事」の表 13.１に対応する、

材齢 28 日の場合の東京都内における標準的な適用期間を表 1・1から表 1・7 までに示す（これらを

補完するための参考として、近接県の各市の適用期間を参考表 1・1から参考表 1・4に示す）。また、

現場水中養生供試体による判定基準強度適用期間を、表２に示す。 

上記の各表を都内の各地において適用する場合は、安全側の表を用いるか、又は、適宜各表の数

値を組み合わせて、直線補間する等の措置が必要である。 

 

第３ 適用期間の計算方法 

(１) 各表の適用期間は、打ち込みから強度管理材齢までの期間の予想平均気温（以下「予想平均気

温（t）」という。）について、過去 10 年間（2015 年（平成 27 年）から 2024 年（令和６年）まで）

の気象庁統計資料を基に計算し、算出した。 

(２) 予想平均気温（t）は気象庁統計資料の日平均気温の「日別値」から、気象庁の統計方法に準

拠し「日別平滑平年値」を求め、これを打ち込みの日から強度管理材齢の日まで合計し、強度管理

材齢の数で除して求めた。また、数値は小数第 2 位を四捨五入し、小数第 1 位まで求めた。なお、

閏年の 2月 29 日の数値は削除した。 

これにより得られる予想平均気温（t）の範囲に、構造体強度補正値が６（N/mm²)の場合は２日間

の「安全を考慮した日数」を加えたものを、実用上の適用期間とした。 

(３) 暑中コンクリートは、JASS5-2022 年の 13 節において、「暑中コンクリート工事の適用期間は、

日平均気温の平年値が 25℃を超える期間を基準とする」とされている。ここでは、上記(２)の「日

別平滑平年値」が 25℃以上になる期間とし、日数加算による補正はしていない。実務的には、レデ

ィーミクストコンクリート生産者との協議が必要となる。 


